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広聴広報支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領 
  
１．業務概要  

(1) 業務名  
広聴広報支援業務 

(2) 業務の目的  
本業務は、市広報紙「広報せとうち」を、より分かりやすく、より親しみやすいものにするこ

と、また、市の取組等について、市の情報誌や広報紙等に記事および写真を提供することにより、
瀬戸内市の魅力を効果的に発信することを目的とする。 

(3) 業務内容  
別添仕様書のとおり 

(4) 業務期間  
業務委託契約締結の日から令和７年３月３１日までとする。  

  
２．予算  

委託に係る予算額は、2,400,000円（消費税及び地方消費税を含む）を限度とする。 
 ※ 委託業務に従事するための交通費等は含むものとする。 

 
３．実施形式  

公募型プロポーザル方式  
  
４．参加資格  

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項の全てを満たす者
とする。  

 （1）市に、令和５年度における入札参加資格審査申請書を提出していること。ただし、実施年度
における入札参加資格審査申請書を提出していない者は、次に掲げる書類を提出すること。 

① 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 
 ② 商号登記している個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本）  
③ 商号登記していない個人にあっては、身分証明書及び登記されていないことの証明書  
④ 財務諸表（法人にあっては、貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人にあ

っては、所得税の確定申告書（控）、青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳
書）  

    ⑤ 直近年度の国税及び地方税すべての納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 
   (2) プロポーザルの公示日現在から候補者特定の日までの間に瀬戸内市の指名停止基準に基づく

指名停止を受けていないこと。  
(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

  (4) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用申
請を行い裁判所の再生（更生）計画認可決定前の者でないこと。  
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(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に掲げ
る暴力団又はその構成員のいずれにも該当せず、かつ、これらの利益になる活動をそれと知り
ながら行うものでないこと。  

※ 証明書・確認書関係については、申請直前3ヵ月以内に発行されたものであること。 
 

５．受注候補者選定方法  
参加資格があると認められる者から企画提案書等を受け付け、その企画提案を瀬戸内市広聴広報

支援業務プロポーザル審査委員会において審査し、受注候補者（以下「候補者」という。）を特定す
る。審査は、提案者の提出した書類の審査によるものとし、審査方法は下記９のとおりとする。  

  
６．質疑・回答  
(1) 提出方法 別添の質問書・回答書（様式３）により、Ｅメールにて提出すること。 

 (2) 提出期限  令和６年４月３０日（火）１２時００分まで（必着）  
※提出期限を過ぎた質問、Ｅメール以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。  

(3) 提出先  瀬戸内市総合政策部秘書広報課   
Ｅメール：hisyo@city.setouchi.lg.jp 
※件名は「瀬戸内市広聴広報支援業務／質問書（社名等）」とすること 

 (4) 回答日  令和６年５月２日（木） 
 (5) 回答方法  市ホームページに掲載し回答するものとする。  
 
７．参加申込   
(1) 申込方法 

次に掲げる書類に返信用封筒（84 円切手貼付け）及び上記 ４(1)に掲げる書類を添えて、持参
又は郵送により提出すること。ただし、郵送で提出する場合は、受取日時及び配達されたことが証
明できる方法とすること。 
①  参加申込書（様式１） 
②  瀬戸内市暴力団排除条例に関する誓約書（様式11） 

(2) 参加申込書の受付締切   
令和 6 年 5 月 7 日（火）１2 時００分（必着） 

(3) 申込場所   
瀬戸内市総合政策部秘書広報課 
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張 300-1  

 
８．企画提案書作成方法  
(1) 企画提案書内容 

下記の①②について、それぞれ紙面案を作成し提案すること。 
① 広報紙紙面案作成 

市が用意する原稿および写真データを使用し、見出し、イラスト等を現行の「広報せとうち」

mailto:hisyo@city.setouchi.lg.jp


                                        

- 3 - 
 

のデザインに倣ってレイアウトしながら、A４見開き４ページに内容をまとめ、紙面案を作成す
ること。あわせて表紙案も提出すること。原稿および写真データは複数提供するが、全てを使用
する必要はない。なお、原稿および写真データは、CD-R 等で提供する。 

② 自由テーマによる記事の作成 
「広報せとうち８月号に掲載する記事」という想定で、テーマ選定、本文の作成、写真等素材
の用意、見出し等のレイアウトを行い、特集記事（A4 １ページ）の広報紙紙面案を作成する
こと。 

（2）企画提案書様式 
本文は横組み、文字サイズは 12～14 ポイントのゴシック体を基本とする（ただし、見出しにつ

いてはこの限りでない）。余白は上下左右いずれも 15 ㎜とし、文字及び写真が余白外に出ないよ
う注意すること。 

 (3) 提出部数 
① 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式４） 原本１部  
② 業務実施体制各種調書及び企画提案書等 原本１部・副本８部  

ア 会社概要（様式５）及び会社の事業概要がわかる会社案内等の資料 
イ 専門分野等の概要（様式６） 
ウ 業務実績調書（様式７） 
エ 担当者等調書（様式８） 
オ 主任担当者の経歴及び実績等調書（様式９） 
カ 再委託調書（様式１０）  ※再委託する場合のみ 
キ 企画提案書（任意様式） 
ク 参考見積書（任意様式） 

 
 (4) 提出方法 
    持参又は郵送によること。ただし、郵送で提出する場合は、受取日時及び配達されたことが証明

できる方法とすること。  
(5) 提出期限  

    令和６年５月１５日（水）１２時００分（必着） 
 (6) 提出先   

瀬戸内市総合政策部秘書広報課  
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張 300-1  

(7) その他  
ア 原則として、企画提案書は１者１提案とする。 
イ 企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めない。  
 

９．審査方法  
 (1) 審査の方法  

提出された業務実施体制各種調書及び企画提案書等について、下記(2)に示す審査項目及び配点
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に基づき、プレゼンテーション及びヒアリングを実施し、審査委員会は候補者選定手順に基づき最
も優れた提案を特定するものとする。 

ただし、提案者が多数となった場合は、審査委員会の書類審査によりプレゼンテーション及びヒ
アリングを依頼する業者を 3 者程度に選定するものとする。 

 
(2) 審査項目及び配点  

審査は、以下の審査項目及び配点に基づき審査を行う。  
ア 企画提案の内容・実施可能業務       ６０/１００点  
イ 実施体制・担当者の配置・業務実績   ２０/１００点  
ウ 参考見積価格                       ２０/１００点  
※ 企画提案書等の審査に当たっては、提案内容の具体性、業務を遂行できるだけの経験と実績、
そして価格について妥当性が確保されているか等について行うものとする。 

(3) 候補者選定手順  
候補予定者は、審査の評点の最も高い者とする。この場合において、合計点が最も高い者が２者

以上あるときは、審査委員会が採決して決定する。    
※ 提案者が１者の場合は、審査を行い、審査委員会が候補者特定の可否を採決して決定する。  

 (4) 審査結果の通知 審査結果はプロポーザル審査結果通知書（様式２）により通知するものとする。  
  
１０．日程 

公示                         令和６年４月２４日（水） 
質問受付締切                     令和６年４月３０日（火）１２時 
質問回答期限                     令和６年５月２日（木） 
参加申込書受付締切                  令和６年５月７日（火）１２時 
参加資格の審査・審査結果の通知            令和６年５月８日（水）頃 
企画提案書等受付締切                 令和６年５月１５日（水）１２時 
書類審査（提案者多数の場合）             令和６年５月２０日（月） 
書類審査結果の通知                  令和６年５月２１日（火）頃 
プレゼンテーション及びヒアリング            令和６年５月２７日（月） 
結果の通知（決定）                  令和６年５月２８日（火）頃 
契約締結                       令和６年６月上旬頃 
業務開始                       業務委託契約の日 

 
１１．失格事項  

本プロポーザルの提案者若しくは提出された企画提案書が、次のいずれかに該当する場合は、 そ
の提案を失格とする。  
(1) 「８．企画提案書作成方法」及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの。  
(2) 企画提案書等提出期限後に参考見積書の金額に訂正を行ったもの。  
(3) 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。  
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(4) 参考見積書の金額が、予算（予定価格）を超過したもの。  
１２．契約  

候補者選定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続を行うも
のとする。 なお、その際には、選定された者はあらためて見積書を提出するものとする。  

  
１３．その他  

(1) 提出書類は返却しない。ただし、市は、提出書類を提出者に無断で他の業務に使用しない。 
  (2) 瀬戸内市情報公開条例に基づく開示請求があった場合、本プロポーザルに関する全ての文書 

（市作成文書及び参加者提出文書）は、原則として開示の対象文書となる。ただし、事業を営む
うえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は不開示と
なる場合があるため、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書によ
り申し出ること。なお、本プロポーザルの候補者選定前において、選定に影響が出るおそれがあ
る情報については選定後の開示とする。 

 (3) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。  
(4) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効にするとともに、指名停止措置を行うこ

とがある。 
 (5) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 
 (6) 業務実施体制各種調書に記載した配置予定の主任担当者及び業務担当者は、原則として変更で

きないものとする。なお、やむを得ない理由により変更する場合には、瀬戸内市と協議のうえ決
定するものとする。 

 (7) 参加者は、候補者特定までの間に、４．参加資格に定める要件を満たさなくなった場合は、 そ
の参加資格を失うものとする。  

  
 １４．担当部署（提出・問い合わせ先）  

瀬戸内市 総合政策部 秘書広報課  担当：太田・澤谷  
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張 300 番地１  

TEL：0869-24-7095  
FAX：0869-22-3304  
E-mail：hisyo@city.setouchi.lg.jp 
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